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平成２９年度第６回常設審議委員会議事録

１ 日 時 平成２９年９月２０日（水）１０時開会 １１時３０分閉会

２ 場 所 湯梨浜町 国民宿舎「水明荘」

３ 出席者

（１）常設審議委員 ２０名／１９名（出席者は別紙名簿のとおり）

（２）鳥取県経営支援課 中西課長補佐、岡本係長、河本主事

総合事務所農林局 （東部）吉尾主事

（中部）會澤主事

（西部）平田主事

鳥取市農業委員会 岡本係長、川口主事

南部町農業委員会 亀尾事務局長補佐

倉吉市農業委員会 隅主任

（３）事 務 局 倉益事務局長､森井参与､田中次長､岡田課長補佐、

４ 開 会（倉益局長）

おはようございます。

平成29年度第６回常設審議委員会を開会いたします。

まず、本会会議規則第７条に基づきまして、出席委員数を報告をいたします。本日

は20名中19名の御出席をいただきました。運営規程第４条第４項の規定に基づく定足

数、過半数に達しておりまして、本委員会が成立することを報告をいたします。

それでは、上場会長に御挨拶いただきます。よろしくお願いいたします。

５ 上場会長挨拶

台風18号による被害は少なかった。お見舞い申し上げます。

8月に会長・事務局長会議を開催し、農地パトロールや研修会が活発に行われている。

現場は高齢化が進んでおり困難だが、地道に取り組んでほしい。

担い手機構は評議員会、理事会を開催した。農業委員会と協力し活動していく。

昨日は、農業者年金の研修会があり、三浦推進部長の話があった。新規就農者には経

営計画で儲かっているのなら年金加入を勧めている。

６ 議事録署名委員の決定

議 長 議長から指名させていただきます。

(上場) では、鳥取の山口会長さんと、日吉津村の齋下会長さんをご指名い

たします。

７ 報告事項

農地転用許可の状況報告

県経営支援 （資料１により説明）

課
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８ 審議事項

（１）農地法第４条の規定に基づく意見聴取事案について

議 長 それでは、審議に入らせていただきます。説明してください。

事務局 （資料２により、農業委員会総会付議事案(平成29年9月)を説明。）

恩田副会長 植林の場合は、隣接地から５ｍ話して植林するように申し合わせをし

たと記憶している。

小林委員 以前、常任会議員会議で隣接地から５ｍ離して植林することを申し合

わせたと思う。

山本委員 当時、検討した時、農地は５ｍ、道路は事情により勘案するような意

見があったが、市町村で取り決める数字を明文化するように記憶してい

る。

小林委員 智頭町では日照権に関する指導要領で一般的に５ｍ、低木３ｍと決め

ている。

恩田副会長 市町村で基準が異なると困る。クヌギの性質を知ってもらい、５ｍと

してほしい。

山脇委員 山林を開墾し、果樹園にした農地を廃園にしクヌギを勝手に植林した

場合があったが、境界から５ｍ離れるよう切ってもらったことがある。

議 長 市町村の様子を調べ、事例を照会し市町村の規程作成をすすめたい。

県下統一で５ｍ離すような要綱を作っていくこととしたい。

５ｍ離して植林するという意見を付して回答します。

（２）農地法第５条の規定に基づく意見聴取事案について

事務局 （資料３により、農業委員会総会付議事案(平成29年9月)を説明。）

（30ａを超える説明事案はなく、農業会議から４件の説明。）

【大山町事案】

恩田副会長 農用地区域内であるため農業振興地域整備計画の達成に支障がない旨

を市町村長へ協議済み。と書いてあり、これでは市町村長が許認可をだ

すように思える。
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小林委員 嵩上げ、嵩下げでも一時転用であるので、農業委員会総会で協議し、

許認可するものである。

事務局 一時転用の場合は、農業振興地域整備計画の達成に支障をおよぼさな

いと認められる旨の意見をうけて、農用地区域内の農地の一時転用を行

うこととされている。

議 長 混乱を招くようなこと、事案説明に必要のないことは書かないように

します。

議 長 4月から10月までに問題となった点をまとめて、10月に報告したいと

考えている。

小林委員 一時転用の工事期間が10月下旬からという記入では工事期間がわから

ない。

議 長 許可日から何日と明記するようにします。

山脇委員 図面の国道の表示が間違っている。よく確認をすること。

議 長 農地法第５条案件は原案のとおり決定をしてよろしいか諮ったところ

改善点の意見はあったが、異議なく可決承認した。

９ 報告・情報提供事項

（１）平成29年度農業委員会特別研修大会について

事務局 （資料４により説明。質疑なし）

（２）平成30年度農林水産省概算要求について

事務局 （資料５により説明。質疑なし）

議 長 以上で、会を終了します。


